
 
 

 

電気工事業者としての登録完了について 

 

2018年 10月 1日(月) 

 

2018年 9月 25日付けで『登録電気工事業者登録証』の発行を井戸敏三兵庫県知事より受けました。 

申請は 8月 28日、兵庫県庁の産業保安課を直接訪問し書類提出、途中台風 21号による大停電など産業保安

課様の繁忙期があったにも関わらず 1カ月以内の登録ができました。 

登録した電気工事の種類は一般用電気工作物と自家用電気工作物の 2種類です。 

これを持ちまして電気工事業法に基づく登録電気工事業者として一般用・自家用の工事ができるようになり

ました。 

業登録、個人の第 1種電気工事士免状、第 2種電気工事士免状、臨床工学技士免状が一挙に揃う当社では電

気工事に関わるご用命、特に療養住環境や停電病院 BCPなど医療と建設、機器と設備の狭間にある境界領域を

最適化する業務は是非当社へご用命くださいますよう、改めてお願い申し上げます。 

今後とも、倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

  

登録電気工事業者登録証(写し) 登録電気工事業者登録票 
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